
 

原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
五
号 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号

び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律

令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号

の
施
行
に
伴
い

試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
（２）
等
の
規
定
に
基
づ
き
申

告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
七
年
五
月
三
十
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

山
中 

伸
介 

 
 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
十
三
号

イ
（２）
等
の
規
定
に
基
づ
き
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
（２）

等
の
規
定
に
基
づ
き
申
告
書
に
記
載
す
る
事
項
等
を
定
め
る
告
示

平
成
二
十
八
年
九
月
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第

八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
二
条
の
表
の
注
１
ハ

禁
錮

に
改

 



 

附 

則 

 

１ 

こ
の
告
示

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る

 

 

２ 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て

拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子

炉
等
の

に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
十
三
号
イ
（２）
等
の
規
定
に
基
づ
き
申
告
書
に

記
載
す
る
事
項
等
を
定
め
る
告
示
第
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る

 


